
 

東浦町住宅用地球温暖化対策機器設置費補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地球温暖化防止対策の一環として、町民が行う省エネル

ギー対策を支援するため、対象システムを設置する者に東浦町住宅用地球温

暖化対策機器設置費補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し、

東浦町補助金等交付規則（昭和 52年東浦町規則第５号）に定めるもののほか、

必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

（１）住宅用太陽光発電施設 愛知県住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補

助金交付要綱に基づく愛知県住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金

（以下「県補助金」という。）の交付対象とされる住宅用太陽光発電施設を

いう。 

（２）家庭用エネルギー管理システム 県補助金の交付対象とされる家庭用エ

ネルギー管理システム（ＨＥＭＳ）をいう。 

（３）家庭用燃料電池システム 県補助金の交付対象とされる家庭用燃料電池

システム（エネファーム）をいう。 

（４）定置用リチウムイオン蓄電システム 県補助金の交付対象とされる定置

用リチウムイオン蓄電システムをいう。 

（５）電気自動車等充給電設備 県補助金の交付対象とされる電気自動車等充

給電設備をいう。 

（６）高性能外皮等 県補助金の交付対象とされる高性能外皮等をいう。 

（７）一体的導入システム 住宅用太陽光発電施設、家庭用エネルギー管理シ

ステム及び定置用リチウムイオン蓄電システムを次条第１項に規定する

者の居住する住宅に同時に設置するシステムをいう。 

（８）一体的導入システム（ＺＥＨ） 住宅用太陽光発電施設、家庭用エネル

ギー管理システム及び高性能外皮等を次条第１項に規定する者の居住す

る住宅に同時に設置するシステムをいう。 

（９）建売住宅供給者等 建売住宅等に次条第１項第１号に規定する対象シス

テムを設置する計画を有し、当該年度中に工事を完了し販売できる者をい

う。 

 （補助対象者） 

第３条 補助の対象となる者（法人を除く。）は、本町に住所を有する者（第８

条に規定する実績報告書を提出するときまでに本町に住所を有する予定のも

のを含む。）であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

（１）自ら居住する町内の住宅（店舗等との併用住宅を含み、延べ床面積の２

分の１以上を住宅の用に供するものに限る。以下同じ。）に家庭用燃料電

池システム、定置用リチウムイオン蓄電システム、電気自動車等充給電設

備、一体的導入システム又は一体的導入システム（ＺＥＨ）（以下「対象



 

システム」という。）を設置する者であること。 

（２）自ら居住するため建売住宅供給者等から、町内の対象システム付きの住

宅（新築住宅に限る。）を購入した者であること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助の対

象としない。 

（１）町税を滞納している者 

（２）東浦町暴力団排除条例（平成 23年東浦町条例第 16号）第２条第２号に

規定する暴力団員又は同条第１号に規定する暴力団若しくは当該暴力団

員と密接な関係を有している者 

 （補助金の額等） 

第４条 補助金の額は、対象システムの設置に要した費用に相当する額以内に

おいて予算の範囲内において町長が定める額とし、次の各号に掲げる対象シ

ステムの区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。 

（１）家庭用燃料電池システム ６万円 

（２）定置用リチウムイオン蓄電システム 15万円 

（３）電気自動車等充給電設備 ５万円 

（４）一体的導入システム 20万円 

（５）一体的導入システム（ＺＥＨ） 16万円 

２ 対象システムに対する補助金の交付は、対象システムの種類ごとに１世帯

につき１回限りとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、第１項第２号及び同項第４号に掲げる対象シス

テムに対する補助金の交付は、いずれか１回限りとする。 

４ 第２項の規定にかかわらず、第１項第４号及び同項第５号に掲げる対象シ

ステムに対する補助金の交付は、いずれか１回限りとする。 

（補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする第３条第１項第１号に該当する者は、

対象システムの設置工事の着工日の 14日前までに、あらかじめ東浦町住宅用

地球温暖化対策機器設置費補助金交付申請書（様式第１。以下「交付申請書」

という。）に次に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。 

（１）案内図 

（２）平面図又は配置図  

（３）設置工事着手前の現場写真（設置予定箇所及びその全景）  

（４）工事請負契約書又はシステム設置工事に係る次に掲げる事項が明記され

ている見積書の写し 

ア メーカー 

イ 型式 

ウ 住宅用太陽光発電施設の場合には、太陽電池の最大出力 

（５）対象システムの仕様の記載のあるパンフレットの写し 

（６）町税の納税証明書（未納がない証明書） 

（７）その他町長が必要と認める書類 



 

２ 補助金の交付を受けようとする第３条第１項第２号に該当する者は、住宅

の引き渡し予定日の 14日前までに交付申請書に次に掲げる書類を添付して、

町長に提出するものとする。 

（１）前項第１号、第２号、第５号及び第６号に掲げる書類 

（２）対象システムの設置写真及び住宅の全景写真 

（３）住宅の売買契約書又は工事請負契約書の写し（設備の購入費及び設置費

の内訳が分かるものに限る。） 

（４）その他町長が必要と認める書類 

３ 第１項第６号に規定する町税の納税証明書（未納がない証明書）は、申請

者が町職員による町税の納付状況の確認について同意する場合は、町税納付

状況等確認同意書（様式第１の２）をもってこれに代えることができる。 

４ 町長は、交付申請書の受付を先着順に行い、交付申請額の合計が予算の範

囲を超えたときは、交付申請書を受け付けないものとする。 

（交付の決定及び通知） 

第６条 町長は、交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査

し、適当と認めたときは、東浦町住宅用地球温暖化対策機器設置費補助金交

付決定通知書（様式第２）により補助金交付の決定を申請者に通知するもの

とする。 

（計画変更） 

第７条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」

という。）は、当該決定に係る工事の内容を変更しようとするとき又は廃止若

しくは中止しようとするときは、速やかに東浦町住宅用地球温暖化対策機器

設置計画変更承認申請書（様式第３。以下「計画変更承認申請書」という。）

を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、町長が軽微な変更

と認める場合は、提出を省略することができる。 

２ 町長は、計画変更承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、

適当と認めたときは東浦町住宅用地球温暖化対策機器設置計画変更承認通知

書（様式第４）により当該交付決定者に通知するものとする。 

（実績報告書の提出） 

第８条 交付決定者は、対象システムの設置工事が完了したときは、完了の日

から起算して 60 日以内又は当該会計年度の３月 15 日のいずれか早い日まで

に、東浦町住宅用地球温暖化対策機器設置費補助金実績報告書（様式第５）

に次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。 

（１）対象システムの設置に要した費用に係る領収書の写し 

（２）補助対象機器の保証書の写し  

（３）対象システムが一体的導入システム又は一体的導入システム（ＺＥＨ）

の場合には、住宅用太陽光発電施設に係る電力受給契約を締結したことを

証明する書類の写し 

（４）第３条第１項第１号に該当する者にあっては、対象システムの設置工事

完了後の現場写真 



 

（５）住民票 

（６）その他町長が必要と認める書類 

２ 前項第５号に規定する住民票は、申請者が町職員による住民登録の確認に

ついて同意する場合は、町税納付状況等確認同意書（様式第１の２）をもっ

てこれに代えることができる。 

（補助金の交付） 

第９条 町長は、前条の実績報告書を審査し、適当と認めたときは、交付決定

者の請求により補助金を交付する。 

２ 前項の請求は、東浦町住宅用地球温暖化対策機器設置費補助金請求書（様

式第６）を町長に提出することにより行うものとする。 

（取得財産の管理及び処分） 

第 10条 交付決定者は、補助金の交付を受けて取得した財産（以下「取得財産」

という。）を善良な管理者の注意をもって管理し、適切な保守及び点検の実施

により発電量等の維持に努めなければならない。 

２ 交付決定者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40年大蔵省

令第 15号）に定める耐用年数を勘案して町長が定める期間内において、町長

の承認を受けずに、補助金の交付目的に反して取得財産を使用、譲渡、交換、

貸付け又は担保として提供（以下「処分」という。）をしてはならない。 

３ 交付決定者は、前項の承認を受けようとするときは、あらかじめ東浦町住

宅用地球温暖化対策機器処分承認申請書（様式第７）を町長に提出しなけれ

ばならない。ただし、天災等による破損等、自己の責めに帰すべき事由以外

の事由で取得財産を処分する場合はその限りでない。 

４ 町長は、前項の申請書を受け付けたときは、その内容を審査し、必要に応

じて調査を行い、取得財産の処分を承認するときは、東浦町住宅用地球温暖

化対策機器処分承認通知書（様式第８）により、交付決定者に通知するもの

とする。 

（交付決定の取消し） 

第 11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、

補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１）偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２）補助金を他の用途に使用したとき。 

（３）補助金の交付の条件に違反したとき。 

（補助金の返還） 

第 12条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、

既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、補助金の全部又は

一部の返還を請求することができる。 

（現地調査） 

第 13条 町長は、補助金を適正に交付するため、対象システムの設置工事の状

況等を必要に応じて確認するものとする。 

（協力） 



 

第 14条 町長は、交付決定者に対し、必要に応じて対象システムの運転状況に

関するデータの提供その他の協力を求めることができる。 

（雑則） 

第 15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成 21年４月１日から施行する。 

 （有効期限） 

２ この要綱は、令和 10年３月 31日限り、その効力を失う。 

 （東浦町高効率エネルギーシステム設置費補助金交付要綱の廃止） 

３ 東浦町高効率エネルギーシステム設置費補助金交付要綱（平成 19年４月１

日施行）は、廃止する。 

附 則 

 この要綱は、平成 22年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成 23年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成 23年５月 12日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成 24年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成 25年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成 26年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成 28年３月 31日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成 31年４月１日から施行する。ただし、この要綱による改正

後の東浦町住宅用地球温暖化対策機器設置費補助金交付要綱附則第２項の規定

は、平成 31年３月 29日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成 31年５月１日から施行する。 

 附 則 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この要綱による改正後の東浦町住宅用地球温暖化対策機器設置費補助金交

付要綱（以下「新要綱」という。）の規定は、施行日以後にされる新要綱第５

条第１項又は同条第２項の規定に基づく申請から適用する。 

   附 則 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

２ この要綱による改正後の東浦町住宅用地球温暖化対策機器設置費補助金交



 

付要綱（以下「新要綱」という。）の規定は、施行日以後にされる新要綱第５

条第１項又は第２項の規定に基づく申請から適用する。 

３ この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の東浦町住宅用地球温暖化

対策機器設置費補助金交付要綱の規定に基づいて作成された申請書は、新要

綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。 

附 則 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

２ この要綱による改正後の東浦町住宅用地球温暖化対策機器設置費補助金交

付要綱（以下「新要綱」という。）の規定は、この要綱の施行の日以後にされ

る新要綱第５条第１項又は第２項の規定に基づく申請から適用する。 

附 則 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この要綱による改正後の東浦町住宅用地球温暖化対策機器設置費補助金交

付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後にされる申請に係るものから適用

し、同日前にされた申請に係るものについては、なお従前の例による。 



 

様式第１（第５条関係）  

 

東浦町住宅用地球温暖化対策機器設置費補助金交付申請書 

 

   年   月   日  
東 浦 町 長   

 

申請者 住 所                      

 

氏 名                       

 

電 話  （     ）   －           

 

東浦町住宅用地球温暖化対策機器設置費補助金の交付を受けたいので、下記

のとおり申請します。  

記 

１ 対象システム     

 

 

２ システム設置場所  

 

 

３ 補助金交付申請額                    

 

 

４ 工事予定期間   

 

 

５ 購入住宅引渡予定日（住宅を購入した場合のみ記入して下さい。） 



 

 

案 内 図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平 面 図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

案  内  図 

平 面 図又は配 置 図 



 

案 内 図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平 面 図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置工事着手前の現場写真 

設置予定箇所の全景写真 



 

 

町税納付状況等確認同意書 

  年  月  日 

東浦町長 

（申請者）住 所                   

                氏 名                     

                生年月日         年    月   

日 
 
東浦町住宅用地球温暖化対策機器設置費補助金の交付に係る審査のため、町

担当者が私の町税の納付及び住民登録の状況について、調査することに同意し

ます。 

 

※ この同意書を提出されない場合は、町税の納税証明書(未納がない証明書)及び住民票の

添付が必要となります。（各手数料必要） 

 
処理欄（申請者は以下記入不要） 

  年  月  日 

課長 

課

長 
 
東浦町住宅用地球温暖化対策機器設置費補助金の交付に必要なため、上記申

請者について、東浦町に納付すべき町税の納付状況を照会します。 

【  課職員確認欄】※記入に当たっては未納があるもののみ未納が「ある」に○を記入し、それ以

外のもの（転入者、未申告者等の課税がないものを含む）は「ない」に○を

記入してください。 

 

 

 

 

 

  年  月  日 

   課長 

課長    
 

東浦町住宅用地球温暖化対策機器設置費補助金の交付に必要なため、住民登

録の登録状況を照会します。 

【  課職員確認欄】 

 

 

                    

   
上記の申請者については、下記に住民登録が    ことを確認した。 
 
(住 所) 東浦町大字    字             番地     

(異動日)          年   月   日 

        年   月   日   確認者            

ない 

様式第１の２（第５条関係） 

ある 

   

上記の申請者については、町税の未納が    ことを確認した。 

 

年   月   日  確認者            

ある 
ない 



 

様式第２（第６条関係） 

 

東浦町住宅用地球温暖化対策機器設置費補助金交付決定通知書 

  東浦町指令 第    号 

  年  月  日 

 

  

                様 

 

                   東 浦 町 長      印 

 

 

     年  月  日付けで申請のありました東浦町住宅用地球温暖化

対策機器設置費に対し、次のとおり補助金を交付します。 

 

 交付の目的 東浦町住宅用地球温暖化対策機器設置費 

  

 交付 金 額     金       円 

 

 

 

 

 



 

様式第３（第７条関係） 

 

東浦町住宅用地球温暖化対策機器設置計画変更承認申請書 

 

   年   月   日  

東 浦 町 長   

 

申請者 住 所                

 

氏 名                 

 

電 話  （     ）   －     

 

   年   月   日付け東浦町指令  第     号により補助金

交付決定通知を受けました東浦町住宅用地球温暖化対策機器設置費補助金につ

いて、下記のとおり（変更、廃止、中止）をしたいので申請します。 

 

記 

 

１ （変更、廃止、中止）の内容  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２（変更、廃止、中止） の理由



 

様式第４（第７条関係） 

 

東浦町住宅用地球温暖化対策機器設置計画変更承認通知書 

東浦町指令 第    号 

  年  月  日 

 

 

   

   

                様 

 

 

 

                     東 浦 町 長    印 

 

 

   年  月  日付けで変更承認申請がありました住宅用地球温暖化対

策機器設置計画について承認します。 

 

 

 

 

付記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第５（第８条関係） 
 

東浦町住宅用地球温暖化対策機器設置費補助金実績報告書 

 

  年   月   日  

東 浦 町 長   

申請者 住 所                  

 

氏 名                   

 

電 話  （     ）   －        

 

   年   月   日付け   東浦町指令 第  -    号により補助金

交付決定通知を受けました東浦町住宅用地球温暖化対策機器設置工事が完了した

ので、下記のとおり関係書類を添えて報告します。 

記 

１ 対象システム    

 

 

２ システム設置場所 

 

 

３ 工事期間 

 

 

４ 購入住宅引渡日（住宅を購入した場合のみ記入して下さい。） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置工事完了後の現場写真 

設置機器全体のわかる写真 



 

様式第６（第９条関係） 

 

東浦町住宅用地球温暖化対策機器設置費補助金請求書 

 

   年   月   日  

東 浦 町 長  

 

申請者 住 所                

 

氏 名                 

 

電 話  （     ）   －      

 

  年   月   日付け  東浦町指令第  -   号により決定通知

を受けました東浦町住宅用地球温暖化対策設置費補助金について、下記のとおり

請求します。 

 

記 

 

 

１ 補助金請求額     金        円  

 

 

２ 補助金振込先 

金融機関名 

銀行  

金庫  

組合  

本支店名  店  

預金種別 

１ 普 通  

２ 当 座  

３ その他  

口座番号  

       

（カタカナ） 

口座名義人 

（ 漢字 ） 

                

                

 



 

様式第７（第 10条関係） 

 

東浦町住宅用地球温暖化対策機器処分承認申請書 

 

   年   月   日 

東 浦 町 長   

  

申請者 住 所                    

 

氏 名                     

 

電 話 （     ）   －          

 

東浦町住宅用地球温暖化対策機器設置費補助金の交付を受けて取得した財産に

ついて、下記のとおり処分したいので、東浦町住宅用地球温暖化対策設備費補助

金交付要綱の規定に基づき申請します。 

 

記 

１ 処分する機器 

 

 

 

２ 処分の内容 

  譲渡 ・ 交換 ・ その他（         ） 

 

 

３ 処分の理由 

 

 

 

４ 処分の日付 

 

 

【  課記入欄（申請者は記入不要）】 

 交付決定通知日及び番号 

 令和  年  月  日付け        第    

号 



 

様式第８（第 10条関係） 

 

東浦町住宅用地球温暖化対策機器処分承認通知書 

東浦町指令 第  号 

  年  月  日 

 

   

   

               様 

 

                     東 浦 町 長    印 

 

   年  月  日付けで申請のありました財産処分について、次のとお

り承認しましたので、通知します。 

 

 １ 処分する機器 

 

 

 

２ 処分の内容 

 

 

 

３ 処分の理由 

 

 

 

４ 処分の日付 

 

 

 

 

 

 

 


